
令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会 

３月定例月議会提出議案等の概要（市長提出分） 

 

議案第 ２ 号  大阪狭山市犯罪被害者等支援条例について 

市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与す

るため、犯罪被害者等の支援についての基本理念を定め、並びに市、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援

するための施策の基本となる事項等を定めるため、本条例を制定する

もの 

 

議案第 ３ 号  大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例について 

        本市の教育の振興に関し、保護者、市民、学校園及び市の連携・協

働による社会総がかりで取り組むことについて基本理念を盛り込んだ

「大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例」を改めて制定するもの 

 

議案第 ４ 号  大阪狭山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

ついて 

        非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正

する政令が令和８年２月６日に公布され、同年４月１日に施行される

ことに伴い、非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額について

引き上げられること及び扶養に係る補償基礎額の加算額が改定される

ことから、所要の改正を行うもの 

 

議案第 ５ 号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

        令和７年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準

じ、自動車等使用者に対する通勤手当について、民間の支給状況等を

踏まえ必要な見直しを行うことのほか、所要の改正を行うもの 

 

議案第 ６ 号  大阪狭山市行政手続条例の一部を改正する条例について 

        デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタ



ル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、行政手続法が改正

され、行政手続法第１５条第４項等に規定する総務省令で定める方法

を定める省令により、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明

しない場合における聴聞の通知の方式について、不特定多数の者が公

示事項を閲覧することができるようにウェブサイトに表示する措置を

とるとともに、公示事項が記載された書面を掲示場または事務所に設

置したパソコン等の電子計算機の画面に表示することなったため、法

改正の趣旨を踏まえ、本条例において同様の改正を行うもの 

 

議案第 ７ 号  大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

        令和５年３月３１日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、

また、地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和７年３月３１日

に公布されたことから、市税に関する書類の公示送達について、不特

定多数の者が公示事項を閲覧することができるように本市のウェブサ

イトに表示する措置を取るとともに、公示事項が記載された書面を本

市の掲示場または事務所に設置したパソコン等の電子計算機の画面に

表示するよう、本条例において所要の改正を行うもの 

 

議案第 ８ 号  大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例について 

        介護保険法施行令の一部を改正する政令が令和７年１２月１７日に

公布されたことにより、第１号被保険者の保険料の算定方法に係る特

例等が設けられたため、本条例においても所要の改正を行うもの 

 

議案第 ９ 号  大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例について 

        情報システムの標準化に伴い、市独自で実施する予防接種及び健康

増進事業に関する事務について、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第９条第２項の規定により個人

番号を利用するため、本条例について所要の改正を行うもの 



 

議案第１０号  大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

        子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、子ども・

子育て支援金制度が創設されることに伴い、令和８年４月１日から、

子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するための規定を追加すると

ともに、関係する規定を改めるなど、所要の改正を行うもの 

 

議案第１１号  大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例について 

        電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を

改正する法律により、電気通信事業法の一部が改正され、同法におけ

る移動端末設備を規定する条文に号ずれが生じたことに伴い、同規定

を引用する本条例についても当該号ずれに対応するため、所要の改正

を行うもの 

 

議案第１２号  大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を改正する条例につい

て 

        こども基本法第１０条第２項において、市町村はこども施策につい

ての計画（以下「こども計画」という。）を定めるよう努めるものとさ

れていることを踏まえ、本市においてもこども計画を策定するため、

大阪狭山市子ども・子育て協議会の所掌事務にこども計画に関するこ

とを加えるとともに、こども・若者やその関係者等の幅広い意見をこ

ども計画及び施策に反映させるため、子ども・子育て協議会に新たに

委員を追加するための所要の改正を行うもの 

 

議案第１３号  大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

        令和８年４月から東野幼稚園において実施を予定している乳児等通

園支援事業について、本市が準拠する「特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準」第１２条第２項に定める利用料の標準額が示された

ことから、乳児等支援給付認定保護者から当該利用料を徴収するにあ



たり、利用料の算定及び納付その他必要な事項を定める本条例につい

て所要の改正を行うもの 

 

議案第１４号  工事請負変更契約の締結について 

        大阪狭山市立第七小学校増築工事請負契約の変更契約を締結するこ

とについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの 

 

議案第１５号  市道路線の認定について 

        住宅開発等による道路の帰属を受けた３路線について、新たに認定

を行うもの 

 

議案第１６号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第１１号）につ

いて 

        国の令和７年度補正予算における事業採択に伴い、副池オアシス公

園の通路橋や市内公園遊具の改修事業等に関する経費などを計上する

とともに、本事業やさやりんポイントを活用した各種事業等に対する

繰越明許費の設定のほか、今熊地区周辺エリア複合施設の整備事業者

の再公募や、民間保育所の建替えに係る工期延長を踏まえた債務負担

行為補正などを行うもので、歳入歳出それぞれ２億９５８万円４千円

を減額補正するもの 

 

議案第１７号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第５号）について 

        一般会計繰入金について財源調整を講じ、また、令和７年度に交付

した「さやりんポイント」について、令和８年度においても利用され

ることから、１，４８０万１千円を繰越明許費補正するもの 

 

議案第１８号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第５号）について 



        保険給付費の過不足について調整を行うもの 

 

議案第１９号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）について 

        後期高齢者医療広域連合負担金（保険料分）を計上するもので、歳

入歳出それぞれ４，８７０万円を増額補正するもの 

 

議案第２０号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市半田財産区特別会計補正予算（第２

号）について 

        半田財産区基金積立金運用利子収入が当初の見込額を上回ることか

ら、歳入歳出それぞれ８千円を増額補正するもの 

 

議案第２１号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計補正予算（第２

号）について 

        今熊財産区基金積立金運用利子収入が当初の見込額を上回ることか

ら、歳入歳出それぞれ３千円を増額補正するもの 

 

議案第２２号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計補正予算（第２号）

について 

        流域下水道建設負担金の増額により、資本的収入及び資本的支出で

それぞれ８１０万円を増額補正するもの 

 

議案第２２号から議案第３２号までの１１議案 

 令和５年度の一般会計をはじめとする各会計の予算を地方自治法及び地方公営企業 

法の規定に基づき提出するもの 

 

議案第２３号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計予算について 

        予算総額２５９億２，９５０万７千円で、前年度当初より１３億９，

３４０万円の増 

 



議案第２４号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算について 

        予算総額５７億２，０１９万５千円で、前年度当初より２億９，３

２７万１千円の減 

 

議案第２５号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）予算

について 

        予算総額６６億５，１１７万６千円で、前年度当初より３億１，１

６５万３千円の増 

 

議案第２６号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

        予算総額１５億３，５９７万９千円で、前年度当初より１億８，７

６４万４千円の増 

 

議案第２７号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計予算について 

        予算総額２，８２５万１千円で、前年度当初より１億５，１０５万

１千円の減 

 

議案第２８号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市半田財産区特別会計予算について 

        予算総額２万６千円で、前年度当初より１万１千円の増 

 

議案第２９号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市東野財産区特別会計予算について 

        予算総額４１０万３千円で、前年度当初より１０万円の増 

 

議案第３０号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計予算について 

        予算総額１万円で、前年度当初より４千円の増 

 

議案第３１号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市岩室財産区特別会計予算について 

        予算総額４４８万円で、前年度当初より９０万２千円の増 



 

議案第３２号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市茱 木財産区特別会計予算について 

        予算総額２万円で、前年度当初と同額 

 

議案第３３号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市下水道事業会計予算について 

        予算総額２７億９，１１０万７千円で、前年度当初より５，２０１

万４千円の減 

 

議案第３４号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第１号）につい

て 

        議員の期末手当の改定により必要となる経費を計上するもので、歳

入歳出それぞれ４０万５千円を増額補正するもの 

 

議案第３５号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第２号）につい

て 

        東放課後児童会のクラス増設のほか、令和７年の人事院勧告に基づ

く通勤手当の見直し及び犯罪被害者等の支援に必要となる経費を計上

するもので、歳入歳出それぞれ１，７９１万６千円を増額補正するも

の 

 

議案第３６号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）について 

        令和７年の人事院勧告に基づく通勤手当の見直しに伴う所要の財源

措置を講じるもので、歳入歳出それぞれ２５万６千円を増額補正する

もの 

 

議案第３７号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）について 

        令和７年の人事院勧告に基づく通勤手当の見直しに伴う所要の財源

措置を講じるもので、歳入歳出それぞれ２３万３千円を増額補正する



もの 

 


